
水道局契約事務改善検討委員会要綱 

 

制定 平成 19年３月 30日   局長決裁 

最近改正 平成 24年３月 30日 管財課長決裁 

 

（設置） 

第１条 水道局調達に係る契約事務の改善及び適正な検査事務を行うための方策の検討を 

行い、契約手続等のより一層の透明性、競争性を確保するため、水道局契約事務改善検

討委員会（以下「改善検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 改善検討委員会は、次に掲げる事項を検討、審議する。 

（1）契約方法の改善に関すること 

（2）適正な検査事務を行うための方策の検討 

（3）その他契約方法の改善等に関し必要と認められること 

（組織） 

第３条 改善検討委員会は、委員長、副委員長及び幹事で組織する。 

２ 委員長は総務部長をもってあてる。 

３ 副委員長は工務部長をもってあてる。 

４ 幹事は、管財課長、法務監査担当課長、技術監理担当課長、管財課長代理及び当該契

約の請求課長（所長、場長、担当課長及び研究主幹を含む。）並びにその他委員長の指名

する職員をもってあてる。 

（委員長） 

第４条 委員長は、会務を主宰する。 

２ 委員長を欠くときは、副委員長が会務を主宰する。 

（会議） 

第５条 改善検討委員会の会議は、委員長が随時、副委員長及び幹事（以下「幹事等」と 

いう。）を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することが

できない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。 

２ 改善検討委員会は、委員長及び幹事等の半数以上の出席により成立する。 

３ 委員長が必要と認めるときは、幹事等以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

４ 委員長は審議結果について大阪市水道局入札契約に関する有識者会議（以下「有識者

会議」という。）へ報告する。 

（庶務） 

第６条 改善検討委員会の庶務は、管財課において行う。 

（施行の細目） 

第７条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。 

２ 前項について、委員長は必要な事項を定めたときは、有識者会議に報告を行う。 

 

   附 則 



１ この要綱は、平成 19 年３月 30 日から施行する。 

２ 大阪市水道局契約事務改善検討委員会設置要綱（平成11年４月23日局長決）は、廃止

する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 19年４月２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 20年８月 18日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 22年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 24年１月１日から施行する。 

 


